
11 広報にしわき　平成31年2月号広報にしわき　平成31年2月号 10

　
昨
年
、
市
県
民
税
申
告
書
を
提

出
さ
れ
た
方
に
は
事
前
に
申
告
書

を
送
付
し
ま
す
。
３
月
15
日（
金
）

ま
で
に
申
告
会
場
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　
新
た
に
申
告
書
が
必
要
な
方
は
、

税
務
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
市

県
民
税
申
告
書
、
申
告
の
手
引
、

農
業
用
収
支
計
算
の
手
引
お
よ
び

医
療
費
控
除
の
明
細
書
の
様
式
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
で
き
ま
す
。

　
な
お
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を

し
た
場
合
は
、
市
県
民
税
の
申
告

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

収
入
が
な
く
て
も
、
国
民
健
康
保

険
税
、
所
得
証
明
書
な
ど
の
基
礎

資
料
と
し
て
申
告
が
必
要
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
と
き　
上
記
日
程
表
の
と
お
り

◆
申
告
会
場　
生
涯
学
習
ま
ち
づ

く
り
セ
ン
タ
ー
１
階

　
◆
と
き　
３
月
３
日
（
日
）

※

西
脇
税
務
署
は
土
・
日
曜
日
、

　
祝
日
は
閉
庁
し
ま
す
。

　
平
成
31
年
度
か
ら
配
偶
者
特
別

控
除
の
範
囲
が
拡
大
し
ま
し
た
。

控
除
を
受
け
る
に
は
、
年
末
調
整
、

確
定
申
告
、
市
県
民
税
申
告
の
い

ず
れ
か
が
必
要
で
す
。

　
上
場
株
式
な
ど
の
配
当
所
得
や

譲
渡
所
得
（
源
泉
徴
収
が
あ
る
特

定
口
座
）
は
、
所
得
税
と
市
県
民

税
で
異
な
る
課
税
方
式
を
選
ぶ
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
市
県
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送

達
さ
れ
る
日
ま
で
に
、
確
定
申
告

書
に
加
え
て
、
市
民
税
県
民
税
申

告
書
（
上
場
株
式
等
の
配
当
所
得

及
び
譲
渡
所
得
等
の
選
択
課
税
）

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」（
左

の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）
で
確
定
申
告
書

を
作
成
し
、
印
刷
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
郵
送
で
提
出
す
る
と
、

申
告
会
場
へ
お
越
し
い
た
だ
く
必

要
が
な
く
便
利
で
す
。

Ｉ
Ｄ 

・
パ
ス
ワ
ー
ド
を
取
得

　
事
前
に
税
務
署
で
Ｉ
Ｄ
と
パ
ス

ワ
ー
ド
を
取
得
す
る
と
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
や
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
の

読
み
取
り
機
が
な
く
て
も
、
自
宅

で
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
申
告

書
を
作
成
し
、
デ
ー
タ
を
送
る
こ

と
で
提
出
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
年
末
調
整
が
済
ん
だ
給

与
所
得
者
の
う
ち
、
医
療
費
控
除

ま
た
は
寄
附
金
控
除
を
適
用
し
て

申
告
す
る
方
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
で
も
作
成

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　市役所の窓口で口座振替
依頼書を記入し、専用端末
にキャッシュカードを通し
て暗証番号を入力すると、
口座振替の申し込みができ
る「ペイジー口座振替受付
サービス」を開始しました。
　サービスの導入によって、金融機関の通帳や届
出印の持参は不要となり、口座振替の手続きが便
利になりました。
◆対象の税と料金
　市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康
保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、水
道料金、下水道使用料
◆利用できる金融機関（平成31年２月現在）
 ・三井住友銀行
 ・但馬銀行
 ・みなと銀行
 ・中兵庫信用金庫
 ・兵庫県信用組合
 ・播州信用金庫
 ・ゆうちょ銀行
※各金融機関の窓口では、ペイジー口座振替受付
　サービスを利用できません。
◆申込方法
　市役所の各窓口で口座振替依頼書に記入し、専
用端末にキャッシュカードを通して暗証番号を入
力してください。
◆申し込みに必要なもの
 ・申込者の本人確認書類（運転免許証など）
 ・キャッシュカード（申込者名義、普通預金のもの）
※生体認証ＩＣカードなど、一部のキャッシュカ
　ードは利用できません。
◆問合せ
 ・市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税
　税務課（市役所内線240）
 ・国民健康保険税、後期高齢者医療保険料
　保険医療課（市役所内線252、253）
 ・介護保険料
　長寿福祉課（市役所内線338）
 ・水道料金、下水道使用料
　上下水道お客さまセンター（市役所内線580）

　公的年金等の収入金額（遺族年金、障害年金を除
く）が400万円以下で、公的年金などの所得を除く
所得金額が20万円以下である場合は、所得税の確
定申告は不要です。ただし、所得税の還付を受けよ
うとする場合には、所得税の確定申告が必要です。
また、確定申告が不要でも、「公的年金等の源泉徴
収票」に記載のない控除の適用を受ける場合は、市
県民税の申告が必要な場合があります。下記の申告
フローチャートでご確認ください。

市
県
民
税
申
告
書
を
送
付

休
日
申
告
受
付
（
市
県
民
税
）

配
偶
者
特
別
控
除
の
範
囲
が
拡
大

上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
等
と
譲
渡

所
得
等
の
課
税
方
式
が
選
択
可
能

　
所
得
税
（
国
税
）
や
市
県
民
税
（
地
方
税
）
は
、
個
人
が
前
年
中
に
得
た
所
得
に
対
し
て
課
税
さ

れ
ま
す
。
所
得
税
の
確
定
申
告
は
西
脇
税
務
署
で
、
市
県
民
税
の
申
告
は
生
涯
学
習
ま
ち
づ
く
り
セ

ン
タ
ー
で
、
２
月
18
日
（
月
）
か
ら
３
月
15
日
（
金
）
ま
で
の
期
間
に
受
け
付
け
ま
す
。
申
告
に
必

要
な
書
類
を
あ
ら
か
じ
め
ご
準
備
の
う
え
、
早
め
に
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

◆
問
合
せ　
税
務
課
課
税
担
当
（
市
役
所
内
線
２
４
３
・
３
７
９
）

２
月
18
日
（
月
）
か
ら
生
涯
学
習
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
で

税
の
申
告
受
付
が
始
ま
り
ま
す

パ
ソ
コ
ン
で
申
告
書
を
作
成

公的年金受給者の皆さんへ

公的年金受給者の申告フローチャート

月　　日 申告受付対象地区 

２月 

18日（月）～19日（火） 西脇地区 
黒田庄地区 
比延地区 

日野地区 

３月 

平日に来られない方 
津万地区 

 重春地区 
野村地区 
芳田地区 
前日までに来られなかった方 

 

◆市県民税の申告受付日程
（受付時間＝午前９時～午後４時）

※特に申告期間前半と午前中は、例年大変混み合い、待ち時間が長くなりま
　す。あらかじめご了承ください。

口座振替の手続きが便利に！
キャッシュカードで通帳と届出印不要

  公的年金等の収入金額の合計額が、400万円以下である

 医療費控除、生命保険料控除、扶養控除の追加など
各種控除の適用を受ける 

 公的年金等以外に申告する所得がない 

 確定申告および市県民税の申告は不要 
※所得税の還付が発生する場合は確定申告が必要 

 公的年金等以外に申告する所得が、20万円以
下である。  

市県民税の確定申告が必要 
※所得税の還付を受ける場合は確
定申告が必要 

所得税の確定申告が必要 
※所得税が発生しない場合は市
県民税の申告が必要 

はい 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

20日（水）～22日（金）
25日（月）～26日（火）
27日（水）～28日（木）
 １日（金）
 ３日（日）
 ４日（月）～ ６日（水）
 ７日（木）～８日（金）、11日（月）
12日（火）
13日（水）～14日（木）
15日（金）

お
よ


